
市長マニフェストに関する取組み　令和３年度取組実績及び令和４年度取組内容

ビジョン1　徹底した危機管理と災害に強い都市づくり

約束1　新型コロナウイルス感染症から市民の命と健康を守り、経済社会活動との両立を図ります。

No. 取組名 概要 主な取組内容 目標年度 担当課 R3取組実績 R4取組内容

1 新型コロナワクチン接種

体制の整備

希望する市民が迅速にワクチン接種を行える体制を

整備するため、医師会の協力のもと、「個別接種」

と「集団接種」を組み合わせて実施します。

・個別接種の円滑な接種体制の確立

・集団接種の接種会場確保及び円滑な運営

・優先接種枠の設定・確保

・接種対象者への広報

・接種実績の把握

・副反応（アナフィラキシー）の対応

- 保健福祉局医療衛生部医療

政策課

043-245-5854

・ワクチン接種状況（R4.3.31時点累計）

　1回目　787,833人

　2回目　779,915人

　3回目　412,443人

・ワクチン接種体制

　個別接種　422か所

　集団接種　最大6か所

・ワクチン接種

　1回目～4回目

　小児（5歳～11歳）1回目・2回目

・ワクチン接種体制

　個別接種　約300か所

　集団接種　最大6か所

　個別接種（小児接種）　約90か所

2 ＰＣＲ検査体制の確保 医療上必要な方が迅速かつ的確な検査を受けられる

よう、行政検査の体制を強化するとともに、感染リ

スクが高い方に対する検査を実施します。

・保健所における検査体制の強化

・検査可能な医療機関の確保

・高齢・障害者施設や接待を伴う飲食店等の関係者のPCR

検査促進

- 保健福祉局高齢障害部介護

保険事業課

043-245-5254

保健福祉局高齢障害部障害

福祉サービス課

043-245-5174

保健福祉局保護課

043-245-5241

保健福祉局医療衛生部医療

政策課

（行政検査）

043-245-5202

（接待を伴う飲食店）

043-245-5737

・保健所・環境保健研究所における検査体制の強化

　検査件数：23,028件

・検査可能な医療機関の確保

　R3末時点の医療機関数：278医療機関、検査件数：202,091件

・高齢・障害者施設や接待を伴う飲食店等の関係者のPCR検査

　①高齢者施設等の従事者向けPCR検査

　　 対象：高齢者・障害者・救護施設等(約2,000か所)の従事者

　　検査人数：313,548人

　②高齢者施設等の新規入所者向けPCR検査

　　 対象者：高齢者・障害者等の入所施設の新規入所者

　　 検査人数：高齢者施設　481人  障害者施設  11人

　　　　　　　※同一人物複数回含む

　③接待を伴う飲食店従業員向けPCR検査

　　 対象者：接待を伴う飲食店の従業員

　　 検査件数：1,337件

・保健所・環境保健研究所における検査体制の強化

　変異株に対する検査体制の強化

　スクリーニング検査、ゲノム解析の実施

・検査可能な医療機関の確保

・高齢者施設等従事者等PCR検査

　市内の全ての高齢施設・障害施設従事者を対象として、感染状況に応じ

たPCR検査（行政検査）を実施

　市内入所施設の新規入所者等に対して、施設側の負担によるPCR検査費

用を助成

3 病床の確保 新型コロナウイルス感染症患者の受入病床を確保す

るため、千葉県と連携し、新型コロナウイルス感染

症受入医療機関の回復後患者の他院への転院等を促

進するとともに、軽症者等の宿泊療養施設における

受け入れ体制の充実を図ります。

・両市立病院での専用病床の確保

・大学病院と連携した妊婦病床の確保

・医療機関への転院受入協力金の支給

・医療機関のニーズに合わせた、支給対象・支給額の見直

しの検討

・千葉県に対する転院受入協力金事業の実施要望

・軽症者等の宿泊療養施設の確保

- 市立海浜病院

043-277-7711

市立青葉病院

043-227-1131

保健福祉局医療衛生部医療

政策課

（転院受入協力金等）

043-245-5203

（宿泊療養施設）

043-245-5737

・医療機関への転院受入協力金の支給　31人

　※R3.7.1から千葉保健医療圏が千葉県新病床確保計画の

　　フェーズ３以上になった場合に支給

・千葉県に対する転院受入協力金事業等に必要な財政支援の要望

・軽症者等の宿泊療養施設の確保

　バーディーホテル千葉の運営　　受入室数：120室

　グランパークホテルパネックス千葉 　受入室数：67室

　（酸素ステーション5床併設）

・市立病院に専用病床を確保　青葉病院：36床　海浜病院：27床

・医療機関への転院受入協力金の支給

・千葉県に対する転院受入協力金事業の実施要望

・軽症者等の宿泊療養施設の確保

　バーディーホテル千葉　 受入室数：120

　グランパークホテルパネックス千葉　 受入室数：67（酸素ステーショ

ン5床併設）

　宿泊療養施設の利用に関する千葉県との連携

4 感染症対策体制の強化 新型コロナウイルスに限らず、新興感染症等に即応

できる体制を構築するため、組織体制の強化を図り

ます。

・新型コロナウイルス対策室の設置及び保健師等の増員

・専門職の計画的な採用

・他部署からの応援や業務委託を含めた体制立ち上げのマ

ニュアル化、動員予定者に対する事前研修の実施

・OB職員等の人材バンクの構築

・自宅療養者健康観察センターの設置

R6 保健所総務課

043-238-9920

・新型コロナウイルス対策室の運営

　保健師等の増員、人材派遣・業務委託の活用

・体制構築のマニュアル化

・動員職員予定者に対する事前研修の実施

・OB職員等の人材バンクの構築

・自宅療養者健康観察センターの設置（外部委託）

・新型コロナウイルス対策室の運営（人材派遣・業務委託の活用）

・「体制立ち上げのマニュアル」作成

・OB職員等の連絡体制の構築

・自宅療養者健康観察センターの運営（人材派遣・業務委託の活用）
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約束2　自然災害に強い都市づくりを進め、市民の安全と安心を確保します。

No. 取組名 概要 主な取組内容 目標年度 担当課 R3取組実績 R4取組内容

5 市長直轄の防災体制整備 自然災害をはじめ様々な危機事案に対し、初動を一

層迅速・的確に行うため、市長直轄の危機管理監を

設置するなど危機管理・防災体制の一層の強化を図

ります。

・局長級の危機管理監の配置

・危機管理部の設置と危機管理部長の配置

・初動対応に特化した組織の設置

・危機管理・防災に関する計画の見直し及び訓練等の実施

R6 総務局危機管理部危機管理

課

043-245-5136

総務局総務部人事課

043-245-5033

・局長級の危機管理監の配置

・危機管理部の設置及び危機管理部長の配置

・初動対応に特化した組織の設置

・危機管理・防災に関する計画の見直し及び訓練等の実施

・国土強靱化地域計画の改定

・千葉市会場を中央会場とした第43回九都県市合同防災訓練の実施

・R4.4月組織改正による防災体制の強化

　都市局に都市安全課を新設（都市防災体制の強化）

　建設局に総合治水課を新設（水災害対策体制の強化）

6 消防防災ヘリコプターの

更新と県市共同運航の実

現

導入から20年以上経過した消防防災ヘリコプター

「おおとり2号」の更新を進めるとともに、航空消防

力の強化及び運航経費の適正負担を実現するため、

千葉県との共同運航体制の構築に向け協議を進めま

す。

・消防防災ヘリコプター「おおとり２号」の更新

・千葉県との共同運航体制の構築

・千葉県からの維持管理経費財政負担の実現

R6 消防局総務部総務課

043-202-1633

消防局警防部航空課

043-292-9186

・消防防災ヘリコプター「おおとり２号」更新機種の検討

・千葉県との共同運航体制に向けた協議

・千葉県への維持管理経費の財政負担について要望

・消防防災ヘリコプター「おおとり２号」更新機種の検討

・千葉県との共同運航体制の構築について協議

・千葉県からの維持管理経費財政負担について協議

7 消防団の加入促進、資機

材等の整備

消防団員の加入を促進し地域の防災力を高めるた

め、処遇改善、PR活動を行うとともに、消防団の活

動に必要な資機材や装備品を配置します。

・消防団員の処遇改善(年額報酬、費用弁償の増額)

・加入促進のためのPR活動(マスコット、壁面ラッピン

グ、チラシ、イベント等における広報活動)

・必要な資機材、装備品の整備

・大学・企業でのPR活動

R6 消防局総務部総務課

043-202-1635

・消防団員の処遇改善（R4.4.1条例改正）

　①年額報酬　引上額：1,000～5,500円/年

　②出動報酬（新設）災害出動：8,000円/日、その他：3,500円/日

　③費用弁償　出動に係る交通費実費相当額を支給

・加入促進のためのPR活動（PRキャラクターデザイン製作、

　消防局壁面ラッピング、消防団PR動画製作等）

・必要な資機材、装備品の整備（防火衣・防火帽・防火長靴、

　消防団車両の更新（3台）、消防団器具置場の建築）

・消防団員の処遇改善（年額報酬、費用弁償の増額）

・加入促進のためのPR活動（マスコット、チラシ、イベント等における

広報活動）

・必要な資機材、装備品の整備

・大学・企業でのPR活動

8 土砂災害の予防 急傾斜地法に基づき急傾斜地崩壊危険区域に指定さ

れた箇所について崩壊防止工事を進めます。また、

土砂災害防止法に基づき区域指定された地域に対し

て、土砂災害ハザードマップを作成・配布するとと

もに、市政だよりやSNSなどを活用し、市民に啓発

します。

・急傾斜地崩壊防止工事の実施

・急傾斜地崩壊防止事業に関するPR（市政だよりやSNSな

どによる広報）

・土砂災害ハザードマップの作成・配布及び土砂災害に関

する啓発（チラシ配布、市政だよりやSNSなどによる広

報）

R6 総務局危機管理部防災対策

課

043-245-5150

建設局下水道企画部総合治

水課

043-245-5436

・急傾斜地崩壊防止工事の実施（2カ所）

・がけ地近接等危険住宅移転助成(危険住宅の撤去のみ）　1件

・土砂災害ハザードマップ作製及び配布

　対象区域等：284箇所、配布世帯数：約3,000世帯

・出水期に合わせた啓発

　チラシ配布：約12,000世帯、市政だよりやSNSなどによる広報

・急傾斜地崩壊防止工事の実施（8カ所）

・がけ地近接等危険住宅移転助成の実施

・土砂災害ハザードマップ作製及び配布

　対象区域等：809箇所、配布世帯数：約12,000世帯

・出水期に合わせた啓発

　チラシ配布世帯数：約12,000世帯、市政だよりやSNSなどによる広報

9 多様な避難形態への対応 感染症防止の観点から、避難施設における３密を回

避するため、新たな避難施設の確保による分散避難

や在宅避難等を推進します。

また、災害時における要支援者の個別避難計画の作

成により、要支援者の避難先をあらかじめ定めるな

ど、避難行動要支援者の個別ニーズに対応します。

・新たな避難施設の確保、支援物資輸送網の確立

・在宅避難（自宅、親戚宅、知人宅など）等の推進

・避難行動要支援者個別避難計画の作成促進

・避難所への体温計・パーティション等の配備

R6 総務局危機管理部防災対策

課

043-245-5150

・避難行動要支援者個別避難計画作成　34件 ・分散避難の推進

　車中泊やホテル避難の施設確保

　分散避難先の避難者へ支援物資が行き届く仕組みの構築等

・地域避難施設の運用体制整備

　携帯トイレの配付　120カ所（100回／カ所）

・避難行動要支援者個別避難計画の作成促進

　福祉専門職等との連携による個別避難計画作成

ビジョン2　誰もが安心でき、今日より明日がきっとよくなると思えるまちづくり

約束3　安心して子育てできる産前産後からの切れ目のない支援とICTを活用して個々の児童生徒に寄り添う教育を実践します。

No. 取組名 概要 主な取組内容 目標年度 担当課 R3取組実績 R4取組内容

10 母子健康包括支援セン

ターの充実

妊娠・出産・育児の切れ目のない支援を行う母子健

康包括支援センターにおいて、専門職の資質向上や

新たな配置を推進するとともに、相談からサービス

の申請まで一元的に行える体制を整えます。

・産後うつや虐待の予防につながる支援会議の実施

・妊娠後期の全数面接の実施

・一人一人に寄り添った相談体制の強化（オンライン相

談、予約制など）

・母子健康包括支援センターで受付可能なサービスの拡充

R6 保健福祉局健康福祉部健康

支援課

043-238-9925

・妊娠届出時の全妊婦に対する応援支援プラン策定　6,280件

・母子健康包括支援センターにおける専門電話相談　延10,023件

・相談員による面接相談　延4,217 件

・支援会議の実施

・妊娠後期全数面接の実施方法の検討

・一人一人に寄り添った相談体制の強化

　妊娠届け出時面接の際に配布している「妊娠・出産・子育て応援プラ

ン」の掲載内容・活用方法の検討

・母子健康包括支援センターで受付可能なサービス拡充の検討
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11 保育所待機児童対策の推

進、放課後児童対策の充

実

増加する保育需要に対応するため、保育園の新設や

幼稚園の認定こども園移行の支援、既存施設の定員

変更などの施設整備や、民間保育園への賃借料の助

成などを行います。また、民間事業者との連携強化

により、子どもの預け先の選択肢を充実させます。

・民間保育園等の整備

・賃借料の助成

・子どもルームの整備・拡充、運営の質の確保（施設改修

や受入枠見直しによる環境改善など）

・民間事業者との連携促進

・アフタースクールの拡充

R6 こども未来局こども未来部

幼保支援課

043-245-5977

こども未来局こども未来部

健全育成課

043-245-5177

教育委員会事務局生涯学習

部生涯学習振興課

043-245-5957

・民間保育園等の整備

・賃借料の助成

・子どもルームの整備・拡充、運営の質の確保

  （施設改修や受入枠見直しによる環境改善など）

・民間事業者との連携促進

　運営助成　14事業者

　医療的ケア児の受入助成

・アフタースクールの拡充

　実施校の拡充　R2：12校　→　R3：18校

　R4新規6校拡充に向けた開設準備

・民間保育園等の整備

・子どもルームの整備・拡充、運営の質の確保

　夏季休業時拡大枠の試行的実施

　施設整備　3か所

　子どもルームの土曜日開所時間の延長

　　R3：16:30まで→R4：19:00まで

・民間事業者との連携促進

　運営助成　15事業者

　医療的ケア児の受入助成

　民間子どもルームの認知度・魅力向上

・アフタースクールの拡充

　実施校の拡充　R3：18校→R4：24校

　R5新規10校拡充に向けた開設準備

　アフタースクールの土曜日開所時間の延長

　　R3：16:30まで→R4：19:00まで

12 保育の質の向上 幼児期における教育・保育の重要性を踏まえ、教

育・保育のサービスの拡充と並行し、教育・保育人

材の資質向上など、保育の質の確保を図ります。

・保育者の実態調査を踏まえた対応の検討・実施

・保育環境の改善（民間保育園等の老朽化対策、園外活動

の安全対策、使用済み紙おむつの処理等に係る助成など）

・教育・保育人材の確保、資質向上（外国人児童・保護者

対応職員の配置など）

・市による認可・指導監査等

R6 こども未来局こども未来部

幼保運営課

043-245-5725

こども未来局こども未来部

幼保支援課

043-245-5977,5728,5323

・使用済み紙おむつ処理に係る民間保育園等への助成　188か所

・教育・保育人材の確保、資質向上

　各施設への保育人材確保のための助成

　各種研修の実施

　外国人児童、保護者対応職員の配置

・保育者の実態調査を踏まえた対応の検討

・園外活動の安全対策

　キッズゾーン（路面標示）整備　 13か所

　キッズガード配置費用の助成　76園

・使用済み紙おむつの処理に係る民間保育園等への助成

・教育・保育人材の確保、資質向上

　各施設への保育人材確保のための助成

　各種研修の実施

　外国人児童、保護者対応職員の配置

・保育者の実態調査を踏まえた対応の検討・実施

・保育環境の改善（民間保育園等の老朽化対策）

13 幼保小接続の推進、放課

後健全育成事業における

幼稚園との連携

幼稚園・保育所・認定こども園と小学校における子

どもの発達や学びの連続性を確保するため、関係機

関と連携し、幼児教育の推進体制を構築します。

また、待機児童対策が必要な地域において、幼稚園

の放課後健全育成事業への参入促進を図ります。

・アプローチカリキュラムの作成・普及

・子ども同士の交流活動や職員の研修などを通じた、幼稚

園・保育所・認定こども園と小学校との連携・交流

・園や小学校における取組みや家庭生活上の留意点につい

て、家庭と保護者に対して啓発・支援

・幼稚園も対象に含む放課後健全育成事業補助金のメ

ニュー検討、拡充

・幼稚園関係者に対する放課後健全育成事業の周知活動

R6 こども未来局こども未来部

幼保支援課

043-245-5100

こども未来局こども未来部

健全育成課

043-245-5177

・アプローチカリキュラムの普及に向けた取組み

・幼稚園・保育所・認定こども園と小学校との接続カリキュラム

　コーディネーター（千葉大学教育学部）によるリモート相談・助言

・幼稚園・保育園・認定こども園、小学校の連携・接続に向けた

　各園等の事例集作成

・保護者向け啓発リーフレットの印刷・配布

・アプローチカリキュラムの普及

・子ども同士の交流活動や職員の研修などを通じた、幼稚園・保育所・認

定こども園と小学校との連携・交流

・園や小学校における取組みや家庭生活上の留意点について、家庭と保護

者に対して啓発・支援

・幼稚園も対象に含む放課後健全育成事業補助金のメニュー検討、拡充

・幼稚園関係者に対する放課後健全育成事業の周知活動

14 学校給食の無償化、学校

給食を活用した食育の推

進

多子世帯の子育てに対する経済的負担の軽減を図る

ため、第3子以降の義務教育期間における市立学校の

学校給食費を無償化します。

また、食に対する正しい知識や望ましい食習慣を身

に付けるため、児童生徒への食育の推進や「地産地

消」学校給食の試食会を開催するとともに、学校給

食への有機農産物の導入について検討します。

・第３子以降の学校給食費無償化

・市内農産物を導入した学校給食の実施

・「地産地消」学校給食の試食会開催

・有機食材を活用した給食のモデル実施と有機栽培の良さ

を伝える取組み

R4 教育委員会事務局学校教育

部保健体育課

043-245-5945

・第3子以降の義務教育期間における市立学校の学校給食費無償化

　（R4.1月分給食費から実施）

・市内農産物を導入した学校給食の実施　　市立学校165校

・有機食材を活用した給食のモデル実施と有機栽培の良さを伝える取組

みの準備・調整

・第３子以降の義務教育期間における市立学校の学校給食費を無償化

・市内農産物を導入した学校給食の実施　市立学校165校

・「地産地消」学校給食の試食会開催　６か所

・有機食材を活用した給食のモデル実施と有機栽培の良さを伝える取組み

市立学校1校

15 児童相談所の体制強化 児童虐待対応件数の増加を踏まえ、児童相談所の組

織体制の強化や専門性の更なる向上を図るため、児

童相談所を2所体制とします。

・現施設内への2所目の児童相談所設置（将来的な施設新

設検討）

・一時保護所の拡充

・専門職の計画的な配置

・保護児童生徒の学習機会確保

R6 東部児童相談所

043-277-8820

・現施設内への2所目の児童相談所設置に係る方針決定

・2所目の児童相談所設置に係る条例改正

・現施設内への2所目の児童相談所設置

・別施設での2所目の児童相談所設置に向けた基本計画策定（一時保護所

の拡充、一時保護児童の学習機会確保の検討を含む）

・専門職の計画的な配置
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16 GIGAスクール構想の実

現

ICTを活用した個々の児童生徒に寄り添う教育を実

現するため、市立小・中・特別支援学校（小学部・

中学部）に整備した1人1台タブレットPC等を活用す

ることにより、協働的な学び、創造性を育む教育、

効果的な個別学習などをより一層推進します。

・オンライン教育の推進

・学習支援ソフトの活用による協働的な学びや理解度に応

じた個別学習などの実施

・ICT支援員の配置

・教職員対象研修の開催

・教職員支援ポータルサイトの作成

・市立高等学校等における1人1台タブレットPC等の活用

R5 教育委員会事務局学校教育

部教育改革推進課

043-245-5936

教育センター

043-285-0900

教育委員会事務局学校教育

部教育指導課

043-245-5981

・オンライン教育の実施

・タブレットPCの持ち帰り学習の実施

・全小・中・特別支援学校へのICT支援員の巡回配置（週2回程度）

・教職員対象研修の開催

　希望研修、休日講座開設、初任者研修におけるGoogle Kickstart

　研修の必修化

・学習活動事例集や学習指導案を集約したポータルサイト

　（GIGA＠CHIBA）の作成、運用

・市立高等学校２校に貸出用タブレットPCを導入　計４０台

・市立養護学校高等部と高等特別支援学校に貸出用タブレットPCを導入

計１６５台

・ICT支援員の配置　市立学校167校

・教職員を対象としたICT教育の研修会を複数回開催

・教職員支援ポータルサイトにニュースや活用事例等を掲載

　ギガタブNEWS・動画コンテンツ等の作成

・市立高等学校等における1人1台タブレットPC等活用のための環境整備

17 学校施設環境の整備 学校の環境向上を図るため、全市立学校の特別教室

へのエアコン設置やトイレの洋式化などの改修を推

進します。

・特別教室へのエアコン設置

・洋式トイレへの改修、床のドライ化

R6 教育委員会事務局教育総務

部学校施設課

043-245-5916

・特別教室へのエアコン設置

　小・中・特別支援学校の特別教室へのエアコン設置を完了

・トイレ改修

　実施設計　13校（小8 中3 特別支援2）

　工事　       20校（小10 中9 高1）

・トイレ改修　実施設計　27校

　（その他、R3.2月補正・明許繰越工事　17校）

18 フリースクールと学校と

の連携強化、フリース

クールの運営支援

フリースクールと学校の連携を強化し、フリース

クールの事業内容を保護者にわかりやすく情報提供

を行います。

また、個々の児童生徒の状況に応じた多様な学びの

場を提供するため、フリースクールへの事業委託や

運営に対する助成を行うとともに、千葉市教育支援

センター「ライトポート」やフリースクール等に

通っている要保護・準要保護家庭に対する経済的支

援を行います。

【フリースクールと学校との連携強化】

・フリースクールへの事業委託

・千葉市教育支援センター「ライトポート」等活動費・通

所費の助成

・小学生向けライトポートの開設

・不登校児童生徒支援機関連携会議の開催

・ホームページへのフリースクールの情報の掲載と学校へ

の周知

【フリースクールの運営支援】

・施設借上料の補助

・教材・教具の整備、体験学習・実習費の補助

・学習図書の貸与

R6 教育委員会事務局学校教育

部教育支援課

043-245-5935

教育センター

043-285-0900

【フリースクールと学校との連携強化】

・フリースクールへの事業委託　 1施設

・千葉市教育支援センター「ライトポート」等活動費・通所費の助成

　14件（小学生4件　中学生10件）

・不登校児童生徒支援機関連携会議の開催

　市内フリースクールの把握

・ホームページへのフリースクール情報掲載と学校への周知

【フリースクールの運営支援】

・施設借上料、教材・教具の整備、体験学習・実習費の助成　4施設

・学習図書の貸与　7件

【フリースクールと学校との連携強化】

・フリースクールへの事業委託

・千葉市教育支援センター「ライトポート」等活動費・通所費の助成

・小学生向けライトポートの開設

・市ホームページへのフリースクールの情報の掲載と学校への周知

【フリースクールの運営支援】

・施設借上料の補助

・教材・教具の整備、体験学習等の補助

・学習図書の貸与

19 公立夜間中学の設置 様々な理由により義務教育を修了できなかった方や

本国等で十分な教育を受けられなかった外国籍の方

等の教育を受ける機会を実質的に保障するため、公

立夜間中学を設置します。

・学習ニーズ調査の実施とカリキュラムの整備

・市民説明会・個別相談会の開催

・令和5年度開校に向けた準備（入学説明会の開催等）

R5 教育委員会事務局教育総務

部企画課

043-245-5911

・公立夜間中学設置検討委員会　4回

・学習ニーズ調査

・市民説明会（個別相談・意見交換を含む）

・校名募集

・施設整備

・入学説明会の開催

・教材・教具の購入

約束4　高齢者が生涯安心して暮らし、健康寿命を延ばせる社会を、障がいの種別、程度にかかわらず安心して暮らせる社会を創ります。

No. 取組名 概要 主な取組内容 目標年度 担当課 R3取組実績 R4取組内容

20 介護保険施設等の計画的

な整備

必要なサービスが必要としている高齢者に届く安心

なサービス提供体制を目指し、介護保険施設等の計

画的な整備を進めます。

【介護施設等の計画的な整備】

・特別養護老人ホームの整備

・認知症対応型共同生活介護の整備

・介護専用有料老人ホームの整備

【在宅支援サービスの提供体制の整備】

・（看護）小規模多機能型居宅介護の整備

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護の整備

R6 保健福祉局高齢障害部介護

保険事業課

043-245-5254

【介護施設等の計画的な整備】

・特別養護老人ホームの整備

　R3年度開設施設　2施設（180人分）

　R3年度選定施設（R4~R5年度整備）　2施設（180人分）

・介護専用有料老人ホーム整備

　R3年度開設施設　2施設（160人分）

【介護施設等の計画的な整備】

・特別養護老人ホーム整備費助成

　R3～4年度整備（R4年度開設予定）　2施設（200人分）

　R4～5年度整備（R5年度開設予定）　2施設（180人分）

・認知症対応型共同生活介護整備　R4年度整備　2施設（54人分）

・介護専用有料老人ホーム 整備　R4～5年度整備 　6施設（160人分）

【在宅支援サービスの提供体制の整備】

・（看護）小規模多機能型居宅介護の整備　R4整備　2か所

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護の整備　R4整備　２か所

21 介護従事者の負担軽減 介護を要する高齢者の増加を踏まえ、介護職員の身

体的、精神的な負担軽減及び業務効率化を図るた

め、介護ロボット・ICTの活用を促進します。

・介護ロボット・ICTを導入する場合の補助

・介護事業者と介護ロボット開発事業者の連携支援

R6 保健福祉局高齢障害部介護

保険管理課

043-245-5063

・介護施設の大規模改修時における介護ロボット・ICTの導入補助　1件

・介護ロボット・ICT活用に関する施策動向や導入事例に関するセミ

ナー、介護ロボットの展示会の開催　１回

・介護施設の大規模改修時における介護ロボット・ICTの導入補助

　R4補助予定件数　５件

・介護ロボット・ICT活用に関する施策動向や導入事例に関するセミ

ナー、介護ロボットの展示会の開催　セミナー・展示会　１回
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22 介護者支援の強化 介護者の身体的・精神的負担の軽減を図るため、介

護技術等を習得するための研修、介護を必要とする

方や家族等が集う場の設置や、介護者が安心して相

談できる窓口の設置・充実を図ります。また、ヤン

グケアラーの早期発見と早期対応に取り組みます。

・あんしんケアセンターの増設、専門職員（包括３職種）

の適正配置

・障害者本人やケアラーに係る相談及び障害福祉サービス

等の案内の充実

・ちば認知症相談コールセンターの運営

・認知症カフェの設置促進

・認知症介護講習会・交流会の開催

・障害者福祉団体への補助、精神障害者ケアラーの支援

・オンライン相談・レッスンの実施と効果的な広報

・ヤングケアラーの実態調査

・ヤングケアラーの早期発見、学校へのスクールソーシャ

ルワーカー派遣

・認知症初期集中支援チームの設置

・ケアラー本人の負担軽減に向けた支援策の検討

R6 保健福祉局健康福祉部地域

包括ケア推進課

043-245-5266

保健福祉局高齢障害部高齢

福祉課

043-245-5167

保健福祉局高齢障害部障害

者自立支援課

043-245-5172

保健福祉局高齢障害部障害

福祉サービス課

043-245-5228

保健福祉局高齢障害部精神

保健福祉課

043-238-9972

こども未来局こども未来部

・あんしんケアセンターの運営　28センター＋2出張所

・あんしんケアセンター包括３職種の増員　R2：144人→R3：146人

・ちば認知症相談コールセンター運営

　相談件数　345件、面談件数　7件

・認知症カフェの設置促進

　認知症カフェ数　33か所

　認知症カフェ主催者意見交換会　3回

　認知症カフェ開設支援研修会　1回

　補助金交付件数　8件（新設：3件、継続：5件）

・認知症介護講習会の開催　4回（参加者　220人）

・認知症介護交流会の開催　6回（参加者　71人）

・認知症初期集中支援チームの運営　6チーム

・相談対応・家族介護者研修及びレッスンと効果的な広報の実施

　家族介護者向けの相談対応（オンラインを含む。）　536件

　家族介護者研修　7回

　訪問レッスン　72回

　チラシ・市政だよりによる制度周知、関係機関への周知依頼

・障害者福祉団体（身体・知的・精神）への補助　15団体

・ヤングケアラーの実態調査

・あんしんケアセンターの増設

　　R3：28センター＋2出張所→R4：28センター＋4出張所

・あんしんケアセンター包括３職種の増員　R3：146人→R4：149人

・障害者基幹相談支援センター相談員増員　R3：24人→R4：30人

・認知症施策における介護者支援

　認知症相談コールセンター運営

　認知症カフェの設置促進

　認知症介護講習会の開催　年4回

　認知症介護交流会の開催　年6回

　認知症初期集中支援チーム運営　6チーム

・関係機関の連携による支援体制の強化

・オンライン相談・レッスンの継続実施と効果的な広報の実施

・障害者福祉団体（身体・知的・精神）への補助　18団体

・福祉・介護・医療・教育などの関係機関職員がヤングケアラーについて

学ぶ研修の実施

・スクールソーシャルワーカーの配置人数拡充

23 高齢者の身近な移動手段

の確保

各地域の移動に関するニーズを把握し、新たなモビ

リティや住民の助け合いなど様々なツールを組み合

わせて提供することで、高齢者が生涯安心して暮ら

せる地域の実現に貢献します。

・福祉有償運送の事業者に対する助成（モデル事業）の検

証による制度の充実

・階段の昇り降りが困難な高齢者等を対象とした階段昇降

機の取得費用・運用経費等の助成

・”公共交通不便地域”等における地域交通の導入に向けた

検討

・新たなモビリティに係る実証実験

R6 保健福祉局高齢障害部高齢

福祉課

043-245-5167

都市局都市部交通政策課

043-245-5351

総合政策局未来都市戦略部

国家戦略特区推進課

043-245-5375

・福祉有償運送事業者に対する助成（モデル事業の継続・効果検証）

　登録団体数　13団体、補助団体数　2団体、補助額　20万円

・階段昇降機を活用した支援を行う訪問介護事業者等に対する階段昇降

機導入等に要する経費助成の検討（モデル事業）

・”公共交通不便地域”等における地域交通の導入に向けた検討

　地域主体の検討組織（交通対策協議会）の設立・開催

　アンケート調査の実施等

・グリーンスローモビリティ実証調査（桜木地区）の結果報告

・自動運転モビリティに係る実証実験

・福祉有償運送の事業者に対する助成（モデル事業の継続・効果検証）

・階段の昇り降りが困難な高齢者等を対象とした階段昇降機の取得費用・

運用経費等の助成（モデル事業の実施・効果検証）

・公共交通不便地域”等における地域交通の導入に向けた検討

　新たな地域公共交通導入に向けた社会実験…モデル地区（緑区高津戸

町）

　グリーンスローモビリティ導入…公募地（若葉区桜木地区ほか）におい

て実証調査

・自動運転モビリティ等に係る実証実験

24 生涯現役応援センターの

機能強化

高齢者の社会参加を促進するため、生涯現役応援セ

ンターにおいて、高齢者のニーズに応じた情報提供

を行うとともに、相談体制の充実を図ります。

・高齢者に適した就労、ボランティア活動・地域活動先の

開拓

・出張相談、アウトリーチの強化等の検討

・高齢者のセカンドライフに対する意識変容やライフデザ

インの支援等をテーマとしたセミナーの開催

・ICTを活用した情報発信、相談体制の構築

R6 保健福祉局高齢障害部高齢

福祉課

043-245-5167

・出張相談、アウトリーチの強化

　出張相談　Ｒ3：37回、5か所（中央、花見川、若葉、緑区）

・高齢者に適した就労、ボランティア活動・地域活動先の開拓

・出張相談、アウトリーチの強化　出張相談　R3：376回→R4：100回

・高齢者のセカンドライフに対する意識変容やライフデザインの支援等を

テーマとしたセミナーの開催

・ICTを活用した情報発信、相談体制の構築

25 新病院の整備、新病院へ

の交通アクセス整備

市内における中核的な病院として総合的な医療を提

供するため、地域の医療機関等と連携・役割分担し

ながら、現海浜病院の機能を基盤とした医療機能の

強化・集約化により、少子超高齢社会に求められる

新病院を整備します。

・新病院整備（基本計画策定、設計、建設工事）

・用地取得

・新病院へのアクセス向上に向けた交通事業者などへの情

報提供及び意見聴取等

・胎児から高齢者まで切れ目のない医療を提供できる診療

科の整備

・救急医療の強化（ER型救急の体制整備など）

R6 病院局経営企画課病院整備

室

043-245-5741

都市局都市部交通政策課

043-245-5351

総合政策局未来都市戦略部

国家戦略特区推進課

043-245-5375

【新病院の整備】

・新病院整備（基本計画策定、基本設計完了、実施設計着手）

・診療科の整備、救急医療の強化等に係る計画を定めた基本計画を策定

・県企業局と用地取得に向けた協議

【新病院への交通アクセス整備】

・新病院へのバス路線を検討している事業者への情報提供、意見聴取

・新病院整備（実施設計）

・用地取得

・新病院へのアクセス向上に向けた交通事業者などへの情報提供及び意見

聴取等

・胎児から高齢者まで切れ目のない医療を提供できる診療科の整備

・救急医療の強化（ER型救急の体制整備など）

・自動運転モビリティ等に係る実証実験（再掲）
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26 がん検診の受診率向上、

特定健康診査の受診率の

向上、がん治療と仕事の

両立支援

がん検診の受診率向上のため、受診メリットの啓発

や検診漏れがないような支援体制を整備するととも

に、がんに関する情報発信や精神的なサポートによ

り、がん患者を支援します。

また、国民健康保険加入者に対し、特定健康診査の

受診率向上や、特定健康診査を受けずに職場や自費

健診を受けた人の健診結果の把握に取り組みます。

【がん検診の受診率向上】

・受診率に着目した周知啓発

・罹患率が高い年齢層など対象者を絞った効果的な再受診

勧奨

・集団がん検診の予約システムの構築

【特定健康診査の受診率の向上】

・特定健康診査の未受診者勧奨、継続受診の促進

・職場や自費健診を受けた人の健診結果の把握

【がん治療と仕事の両立支援】

・医療用ウィッグ購入費用助成

・海浜病院における精神的サポート・生活に関する支援

・青葉病院における患者支援の充実

・がんに関する情報発信

R6 保健福祉局健康福祉部健康

支援課

（がん検診）

043-238-9930

（特定健康診査）

043-238-9926

保健福祉局健康福祉部健康

推進課

043-245-5223

市立海浜病院

043-277-7711

市立青葉病院

043-227-1131

【がん検診の受診率向上】

・がん検診受診率　54.8％

・受診率向上に向けた取組み

　①集団がん検診の予約システムの構築、運用

　②新たに中学3年生への啓発を実施

　③対象者を絞った効果的な再勧奨

　

【特定健康診査の受診率の向上】

・特定健康診査受診率　31.6％（R4.9月時点）

　※令和４年11月確定予定

・受診率向上に向けた取組みの実施

　①未受診者勧奨（はがき、電話、SMS）

　②継続受診の促進（過去の検診結果を送付

　③職場や自費健診を受けた人の健診結果の把握

【がん治療と仕事の両立支援】

・医療用ウィッグ購入費用助成　155件

・青葉病院に患者支援センター開設（相談窓口、がん看護外来）

・海浜病院における精神的サポート、生活に関する支援

【がん検診の受診率向上】

・集団がん検診予約システムの運用

・未受診者への効果的な受診勧奨の継続実施

【特定健康診査の受診率の向上】

・特定健康診査の未受診者勧奨、継続受診の促進

・職場や自費健診を受けた人の健診結果の把握

【がん治療と仕事の両立支援】

・医療用ウィッグ購入費用助成

・がんに関する情報発信

・海浜病院における、治療と仕事の両立支援「出張相談窓口」の開設、両

立支援コーディネーター養成と相談窓口への配置

・青葉病院における、がん診療連携協力病院としての体制整備、院内看護

師の理解と知識の充実、他職種連携による緩和ケアチームの体制強化

27 発達障害への支援の推進 発達障害のある方を、成長に合わせて一貫して支援

する体制を構築します。

・保育所、学校、児童相談所などの関係機関の連携による

幼少期から成人期まで一貫した支援体制の構築

・発達障害者に対する相談支援体制の充実（療育相談所の

心理判定員及び発達障害者支援センターの巡回相談員の増

員など）

・関係機関が連携しやすい仕組みづくり

・強度行動障害者に対する支援や理解の促進

R6 保健福祉局高齢障害部障害

者自立支援課

043-245-5172

保健福祉局高齢障害部障害

福祉サービス課

043-245-5227

養護教育センター

・発達障害者に対する相談支援体制の充実

　発達障害者支援センターの運営　相談支援　4,304件

　発達障害の巡回相談　97施設

・発達障害者支援の在り方の検討

・特別支援連携協議会の開催

　協議会　1回、実務担当者会議　3回

・発達障害者に対する相談支援体制の充実

　療育相談所心理判定員増員　R3：4人→R4：6人

　発達障害者支援センター巡回相談員増員　R3：2人→R4：4人

・発達障害者支援の在り方の検討

・特別支援連携協議会の開催（年1回）

　実務担当者会議（年3回・他適時）

28 地域での障害者支援体制

の構築

障がい者の高齢化、親なき後を見据え、障がい者の

生活を地域全体で支える体制を整えます。

・障害者グループホーム等の整備や運営に係る費用助成

・障害者基幹相談支援センターの充実（専門職の増員な

ど）

・成年後見支援センターの運営

・成年後見制度利用支援の推進

R6 保健福祉局高齢障害部障害

者自立支援課

043-245-5172

保健福祉局健康福祉部地域

包括ケア推進課

043-245-5266

・成年後見支援センターの運営　１か所

・成年後見制度利用支援　　市長申立助成　10件、報酬助成　63件

・重度障害者グループホーム等整備に対する費用助成

　共同生活援助　2か所、生活介護　1か所

・重度強度行動障害者受入れに要する費用の助成

・障害者基幹相談支援センター相談員増員（再掲）

　R3：24人→R4：30人

・成年後見支援センターの運営

・成年後見制度利用支援の推進

29 障害者雇用の促進 障害のある方の就職率向上を図るため、市の障害者

雇用の拡大や事業者の障害者雇用の促進などを実施

します。

・チャレンジドオフィスちばし（障害者ワークステーショ

ン）の拡充

・市職員採用試験（障害者）の受験上限年齢引き上げの検

討

・障害者就業支援キャリアセンターの運営参画

R6 総務局総務部人事課

043-245-5033

保健福祉局高齢障害部障害

者自立支援課

043-245-5172

経済農政局経済部雇用推進

課

043-245-5278

・チャレンジドオフィスちばし（障害者ワークステーション）の拡充

　スタッフ（定員）R2：5人　→　R3：8人

　支援員（定員）　R2：2人　→　R3：3人

・障害者就業支援キャリアセンターの運営参画

　相談支援　県2,356件、うち本市1,813件

・障害者雇用率未達成企業に対する雇用勧奨文の送付

　（千葉労働局、千葉県と共同実施）

　送付件数　338件

・チャレンジドオフィスちばしのスタッフ及び支援員を増員

　スタッフ（定員）R3：8人→R4：9人

　支援員　R3：3人→R4：4人

・市職員採用試験（障害者）の受験上限年齢を35歳から45歳に引き上げ

・障害者就業支援キャリアセンターの運営参画
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約束5　次世代に持続可能な社会をつないでいくとともに、相手を尊重し相互に分かり合える共生社会を創ります。

No. 取組名 概要 主な取組内容 目標年度 担当課 R3取組実績 R4取組内容

30 航空機騒音問題への対応 市民が良好な環境のもとで日常生活を過ごせるよ

う、引き続き、航空機騒音の実態を把握するととも

に、国に対し騒音対策を求めていきます。

・千葉市内の航空機騒音の状況把握（航空機騒音測定、苦

情の状況の整理・公表など）

・国への要望活動（本市上空への集中解消、騒音軽減対策

の検討・実施、市民への丁寧な説明など）

・国の対応状況の確認及び再要望検討

R6 環境局環境保全部環境規制

課

043-245-5191

・千葉市内の航空機騒音の状況把握

　①航空機騒音測定（常時測定４地点、短期測定（夏・冬）1地点）

　②苦情の公表（毎月の苦情件数をホームページで公表　R3合計29件）

・国への要望活動

 　①国の予算編成時に合わせ実施する「令和4年度国の施策及び予算に

　　対する重点要望」で要望（R3.7.5）

 　②県・関係市町による連絡協議会を通じた要望

　　(R3.7.28、R3.12.23）

・国の対応状況の確認及び再要望検討

  　①　国の対応状況を県・関係市町による連絡協議会等で確認

  　②「国の施策及び予算に対する重点要望」における要望事項を検討

・千葉市内の航空機騒音の状況把握

　航空機騒音測定、苦情の公表など

・国への要望活動

　騒音対策に係る予算への要望

　県・関係市町による連絡協議会を通じた要望　年２回

・国の対応状況の確認及び再要望検討

31 動物愛護の推進 ひとと動物の共生する社会を目指すため、ボラン

ティアとの連携・協働体制等を構築するとともに、

現状の動物愛護行政の課題を踏まえた対応を図りな

がら、動物保護指導センターの再整備に向けた準備

を進めます。

・ボランティアや関係団体等との意見交換会の継続開催

（現状の動物行政に対する課題や将来のセンターのあり方

などの整理）

・意見交換会での意見を踏まえた有識者懇談会の開催

・センター再整備に向けた整備基本計画の策定

・基本設計・実施設計の着手

R6 保健福祉局医療衛生部生活

衛生課

043-245-5215

・関係団体等との動物行政に関する意見交換会の開催　5回

・職員及びボランティア等向けの研修会の開催　3回

・ボランティアや関係団体等との意見交換の継続実施

・有識者懇談会の開催

・ボランティア活動支援

　飼い主のいない猫の不妊去勢手術の拡充

　　募集頭数　R3：300頭→R4：360頭

・動物保護指導センターの機能強化

　電話対応スタッフの配置、手術用医療機器の購入

32 女性活躍の支援、男性の

育児休暇取得促進、男性

の育児・家事・介護など

への参加の促進

性別に関わらず、市民が自分らしく、幅広い分野で

活躍できるよう、女性が働きやすい環境の整備や男

性の育児・家事等への参画の促進を図ります。

【女性活躍の支援】

・女性のキャリア形成支援のための女性職員向けの研修の

充実

・働き方改革に向けた勤務環境の整備

・男女共同参画推進協議会等を通じた庁内の意識の向上

【男性の育児・家事・介護などへの参加の促進】

・ダイバーシティ推進セミナーの開催

・中小企業の事業主及び対象となる男性労働者に対する奨

励金の支給

・本市男性職員の育児休業取得状況調査及び結果の庁内共

有と研修や刊行物による内容等の周知

R6 市民局生活文化スポーツ部

男女共同参画課

043-245-5060

総務局総務部人事課

043-245-5032

総務局総務部給与課

043-245-5037

保健福祉局健康福祉部健康

支援課

043-238-9925

こども未来局こども未来部

幼保支援課

043-245-5105

【女性活躍の支援】

・女性職員を対象とした女性の活躍・キャリア開発促進研修の実施

・休憩時間のパターン新設による柔軟な働き方の推進

・男女共同参画推進協議会の開催

【男性の育児・家事・介護などへの参加の促進】

・本市男性職員の育児休業取得状況調査及び結果の庁内共有

・新規採用職員研修及び所属長研修による制度内容等の周知

・ダイバーシティ推進セミナーの開催(オンライン）　参加者数85人

・両親学級の開催

　年16回（基本編12回＋フォローアップ編4回）

　パートナー出席数　延228人

・母親＆父親学級　年44回　パートナー出席数　478人

・男性の育児休業取得促進奨励金の支給　 7件

【女性活躍の支援】

・（仮称）女性活躍推進アドバイザー派遣

・（仮称）女性活躍推進セミナーの開催　年1回

・男女共同参画推進協議会の開催

・第2期千葉市女性活躍推進プランに定める各種取組項目の実施（女性の

キャリア形成支援のための女性職員向けの研修の充実等）

【男性の育児・家事・介護などへの参加の促進】

・ダイバーシティ推進セミナーの開催　年1回

・男性の育児休業取得促進奨励金の支給

・土日開催の両親学級の開催

　年18回（基本編12回、フォローアップ編 R3：4回→R4：6回）

・母親＆父親学級の開催　年44回

・学級開催時に使用するテキストの見直し

・本市男性職員の育児休業取得状況調査及び結果の庁内共有

・新規採用職員研修や所属長研修及び刊行物による制度内容等の周知

33 共生社会の実現 性別・年齢・国籍・障害の有無などに関わらず、全

ての市民が個人として尊重され多様性を認め合う共

生社会を実現するため、パートナーシップ宣誓制度

や障害者に対する理解促進、外国人市民が安心して

暮らし働けるための支援などを行います。

・パートナーシップ宣誓制度の運用

・LGBT理解促進のための講座を開催

・プロスポーツと連携したLGBT周知啓発活動

・LGBT専用相談の実施

・福祉講話の拡充

・障害者作品展の開催

・障害者福祉大会の開催

・ヘルプマークなど障害者マークの普及啓発

・多文化共生のまちづくり推進指針の見直し

・コミュニケーション支援（外国人総合相談窓口、多言

語・やさしい日本語による各種情報の提供、地域日本語教

育の推進）

・多文化共生の意識醸成

R6 市民局生活文化スポーツ部

男女共同参画課

043-245-5060

保健福祉局高齢障害部障害

者自立支援課

043-245-5172

総務局市長公室国際交流課

043-245-5017

・パートナーシップ宣誓制度の運用

・LGBT理解促進のための講座開催　4回　参加者数　延べ77人

・千葉ロッテマリーンズと連携したLGBT周知・啓発活動

　啓発リーフレット・物品5,000部配布

・LGBT電話相談　月１回・4時間実施

・コミュニケーション支援（外国人総合相談窓口、多言語・やさしい日

本語による各種情報の提供、地域日本語教育の推進）

・福祉講話の実施　33回

・障害者作品展の開催　1回（3日間）

・障害者福祉大会の開催

・ヘルプマークなど障害者マークの普及啓発

・多文化共生の意識醸成

・パートナーシップ宣誓制度の運用

・LGBT理解促進のための講座を開催

・プロスポーツと連携したLGBT周知啓発活動　年1回

・LGBT専門相談の実施

・福祉講話の拡充

　実施回数　R3：身体障害40回→R4：身体障害40回、知的障害20回

・障害者作品展の拡充　開催期間　R3：3日間→R4：7日間

・障害者福祉大会の開催

・ヘルプマークなど障害者マークの普及啓発

・多文化共生のまちづくり推進指針の見直し及び( 仮称) 多文化共生推進

アクションプラン策定

・コミュニティ通訳・翻訳サポーター制度の導入

・多言語対応タブレット端末の配置

・地域日本語教育の推進

・千葉市国際交流プラザ（外国人総合相談窓口）運営
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34 脱炭素化の推進 2050年カーボンニュートラルの実現を目指し、市内

における再生可能エネルギーの導入促進、環境教

育、普及啓発などの取組みを進めていきます。

・地球温暖化対策実行計画の策定

・市域における使用電力の再エネ化推進

・市民・事業者向け助成制度の拡充等

・環境教育基本方針の推進及びちばし気候危機行動キャン

ペーンなどの普及啓発の充実

R6 環境局環境保全部環境保全

課温暖化対策室

043-245-5504

・地球温暖化対策実行計画の策定

　地球温暖化対策実行計画の策定に係る基礎調査

・市域における使用電力の再エネ化推進

　再エネグループ購入事業の実施

・市民・事業者向け助成制度の拡充等

　次世代自動車購入費助成、ZEH導入費助成等

・環境教育基本方針の推進

　環境学習モデル校、環境教育教材の作成

・ちばし気候危機行動キャンペーンなどの普及啓発の充実

　啓発動画の作成及びエコポイント制度の実施

・地球温暖化対策実行計画の策定

　2050年カーボンニュートラルを見据えた計画策定

・市域における使用電力の再エネ化推進

　再エネグループ購入事業の実施

・市民・事業者向け助成制度の拡充等

　次世代自動車購入費助成、ZEH導入費助成、ZEBの普及促進

・環境教育基本方針の推進

　環境学習モデル校、環境教育教材の作成

・ちばし気候危機行動キャンペーンなどの普及啓発の充実

　エコポイント制度の実施

ビジョン3　雇用を生み出す自立した経済圏の確立と都市の基盤整備

約束6　経済の好循環を創り出し、市内企業の成長と安定的な雇用を生み出します。

No. 取組名 概要 主な取組内容 目標年度 担当課 R3取組実績 R4取組内容

35 事業者の安定的な経営維

持の支援

市内事業者が、新型コロナウイルス感染症による環

境変化に対応し、安定的に事業を継続できるよう、

財政的な支援やICT化への支援等を行います。

・コロナ禍における中小企業者への支援金

・国・県の支援を踏まえた市独自の支援策を検討

・ニューノーマルな生活様式に対応した事業継続支援

・企業の事業変革や業態転換、ICT化への支援

R6 経済農政局経済部産業支援

課

043-245-5277

・中小企業者への支援金

　支給事業者数　3,138者

　支給額　　　　909,850千円

・事業変革促進支援

　支援件数　5件　3,284千円

・ICT活用生産性向上支援

　支援件数　16件　11,083千円

・千葉市中小企業者事業継続支援金

・事業変革促進支援

・ICT活用生産性向上支援

36 企業立地の促進、国家戦

略特区の活用

地域経済の活性化を図るため、企業立地や市内企業

の投資を促進するとともに、国家戦略特区制度を活

用した新事業の創出を図ります。

・企業立地にかかる補助金

・企業立地促進融資

・企業立地イベントの実施（企業立地セミナー、オフィス

ビル合同内覧会）

・産業用地の整備促進

・規制改革メニューの活用や新規規制改革提案による経済

産業環境の整備

R6 経済農政局経済部企業立地

課

043-245-5679

総合政策局未来都市戦略部

国家戦略特区推進課

043-245-5375

・企業立地にかかる補助金　79件

・企業立地促進融資　2件

・企業立地イベントの実施　2回

　（企業立地セミナー 1回、オフィスビル合同内覧会1回）

・企業立地にかかる補助金

・企業立地促進融資

・企業立地イベントの実施（企業立地セミナー、オフィスビル合同内覧

会）

・産業用地の整備促進

・規制改革メニューの活用や新規規制改革提案による経済産業環境の整備

37 トライアル発注の拡充、

創業支援の強化

市内企業の活性化を図るため、市内事業者が提供す

る優れた新製品および新サービスを市が認定し、PR

などにより販路拡大を支援するトライアル発注認定

事業の拡充や、起業・業務効率化をワンストップで

支援する体制の整備を行います。

・トライアル発注の重点テーマ設定

・トライアル発注認定商品のPR動画作成、見本市等出展費

用助成の拡充による販路拡大

・トライアル発注認定商品の購入予算・試験導入対象拡充

・千葉市産業振興財団が創業者やベンチャー企業などに

行っている情報提供機能（ワンストップサービス）・相談

体制の強化

・創業者支援の対象拡充

R6 経済農政局経済部産業支援

課

043-245-5284

・トライアル発注認定

　重点テーマ：防災、ニューノーマル

　商品認定：5件

　販路拡大支援（見本市出展支援）3件

　広報支援（カタログ）、産業交流展出展

・創業支援補助金

　14件　3,388千円

・トライアル発注認定商品のPR動画作成

・事業所向け相談機能の強化

・創業者支援事業

38 技術・技能職の雇用促進 ものづくり企業の人材不足の解消や就職氷河期世代

の非正規労働者等の正規雇用化を図るため、求職者

向けの就業支援やものづくり企業とのマッチングを

行うとともに、市内の技術系学校（ポリテクカレッ

ジ千葉）の学生の市内就職促進などを行います。

・ものづくり企業への就業支援（就職氷河期世代向けの事

業説明会・研修の開催、ものづくり基礎セミナーの実施）

・合同企業説明会の実施

・ポリテクカレッジ千葉卒業後、市内企業に就職し一定期

間勤務した方に対する奨学金返還サポート

R6 経済農政局経済部雇用推進

課

043-245-5278

・就職氷河期世代支援事業（ものづくりコース）

　セミナー、合同企業説明会等参加者数　延べ26人

・ものづくり技術者合同企業説明会

　対象：ポリテクカレッジ千葉の学生

　参加学生数　65人

・奨学金返還サポート補助金

　交付候補者認定数　1人

・ものづくり企業への就業支援（就職氷河期世代向けの事業説明会・研修

の開催、ものづくり基礎セミナーの実施）

・合同企業説明会の実施

・ポリテクカレッジ千葉卒業後、市内企業に就職し一定期間勤務した方に

対する奨学金返還サポート

39 キャリア教育の充実 子どもたちが、社会的・職業的自立に向け必要な能

力や態度を身に付けられるよう、産学官が連携し、

キャリア教育を支援します。

・キャリア教育の推進のための、関係者との連携（キャリ

ア教育推進連携会議の開催等）

・職業体験学習の推進

・キャリア教育に関する大学との共同研究

・キャリア教育充実のための資料作成（副読本や冊子な

ど）

・アントレプレナーシップ教育の推進

R6 教育委員会事務局学校教育

部教育改革推進課

043-245-5936

経済農政局経済部雇用推進

課

043-245-5278

・技術職・技能職の魅力啓発冊子・動画作成

　市立中学校２年生へ冊子配付、YouTube市公式アカウント上で動画公開

・ちばアントレプレナーシップ教育コンソーシアム

　（ Seedlings of Chiba）設立（R3.12設立）

　シンポジウム開催

・キャリア教育推進連携会議開催（本会議2回、ＷＧ1回）

・キャリア教育主任会開催

・専門高校紹介リーフレット作成（中学生1・2年生向け）

・出前授業協力企業の拡充　R3　協力企業76社

・キャリア教育の推進のための、関係者との連携（キャリア教育推進連携

会議の開催等）

・職業体験学習の推進

・キャリア教育に関する大学との共同研究

・キャリア教育充実のための資料作成（技術・技能職の魅力啓発冊子・動

画作成、副読本・冊子作成など）

・アントレプレナーシップ教育の推進（ちばアントレプレナーシップ教育

コンソーシアムの運営）
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40 MICEの推進 幕張新都心における国際会議やイベントを通じた地

域経済の活性化を図るため、多様な開催形態に応じ

た誘致・開催支援や地域への経済効果の波及に向け

た取組みを行います。

・イベントの誘致・開催に向けた補助制度の新設及び営業

体制の構築

・出展者のニーズを踏まえた多様なＭＩＣＥ分野への対応

・多様なＭＩＣＥ開催形態に応じた経済波及効果の創出

（集客拡大による消費喚起、市内事業者のオンラインPRな

ど）

R6 経済農政局経済部観光

MICE企画課

043-245-5282

・ハイブリッド型MICE開催促進補助（対面、オンラインを組み合わせた

ハイブリット型イベントの支援）

　施設向け：9件

　主催者向け：9件

・催し物における多様な開催形態に応じた補助制度の整備・運用（会場で

の開催とオンライン開催を組み合わせたハイブリッド型ＭＩＣＥなど）

約束7　1次産業の生産性を向上し、農商工連携を進めます。耕作放棄地を再生して新たな担い手を育成します。里山の食と体験を活性化します。

No. 取組名 概要 主な取組内容 目標年度 担当課 R3取組実績 R4取組内容

41 スマート農業の推進、農

商工連携

経営感覚に優れた農業者を育成するため、スマート

農業技術の活用推進、普及に取り組むとともに、農

業技師の指導力の強化を図ります。

また、市内事業者を活性化させるため、農業者と加

工・流通業者等の連携を進めます。

【スマート農業の推進】

・農政センターを実証フィールドとして整備

・アグリテック企業と連携したスマート農業技術実証を拡

大

・スマート技術活用研修の実施

・ 農業者への経営サポートの支援

・スマート農業機器導入補助、シェアリングサービスの検

討・実施

【農商工連携】

・グループ参入の促進

・市内産農産物を使用した商品開発

R6 農政センター農業経営支援

課

043-228-6273

農政センター農業生産振興

課

043-228-6280

経済農政局農政部農地活用

推進課

043-245-5769

経済農政局農政部農政課

043-245-5758

【スマート農業の推進】

・スマート農業技術を活用した研修の実施　３回

・アグリテック企業へのスマート実証要望ヒアリング　24社

・スマート農業技術実証の実施　３社

・経営サポート支援に向けたデータ活用型技術指導

　ワークショップ　９回開催、延べ57名参加

【農商工連携】

・６次産業化商品開発補助（商品開発経費等のソフト支援）：3件

【スマート農業の推進】

・スマート農業技術を活用した研修の実施

・農政センターリニューアル施設整備

・燃油削減技術実証

・スマート農業技術実証及び体験機会の提供

・経営サポート支援に向けたデータ活用型技術指導実践

【農商工連携】

・農業者と食品加工業者等が連携し、グループでの参入を支援（農地の賃

借料、施設整備費等の補助）

・６次産業化補助（ソフト支援）

42 農政センターにおける担

い手の育成、耕作放棄地

の再生

新たな農業の担い手の育成を図るため、農業経営に

関する講習会の実施や、経営改善に向けた支援を行

います。また、耕作放棄の進行を防ぐため、耕作

者、土地所有者の両面から、再生・整備に係る支援

を行います。

・先進農業者就農支援プログラム等、各種研修及び講習会

の実施

・農業次世代人材投資資金・農業生産団地育成事業等、各

種補助事業の実施

・農業法人参入促進等の誘致活動

・耕作者への支援（耕作放棄地整備、農地銀行活動支援な

ど）

・土地所有者への支援（耕作放棄地活用検証事業の実施）

R6 農政センター農業経営支援

課

043-228-6273

農政センター農業生産振興

課

043-228-6279

経済農政局農政部農地活用

推進課

043-245-5769,5759

・農業生産力強化支援（法人等の農業参入促進のため、生産・加工等に

必要な施設や機械設備の導入を助成）　4件

・耕作者への支援（耕作放棄地を再生する者への再生費用助成）：55a

・土地所有者への支援（農地貸借に向けて耕作放棄地を再生する農地所

有者への再生費用助成）：81ａ

･新規就農希望者向け研修（新規就農アドバンス研修、 新規就農希望者研

修、雇用就農希望者研修）11回

･農業次世代人材投資資金(経営開始型)

　交付件数：個人15人、夫婦4組

･新規就農地再生支援事業　交付件数2件

（補助率：対象経費の75/100以内）

･経営能力・販路拡大講座　1回

・栽培施設・農業用機械施設　 5経営体

・スマート農業支援機器・機械　3経営体

・先進農業者就農支援プログラム（新規就農アドバンス研修）、新規就農

希望者研修等、研修及び講座の実施・検討

・農業次世代人材投資資金の交付、新規就農地再生支援事業の実施

・省力化や効率化を図る農業用機械施設及びスマート農業を支援する機

器・機械の整備に対する助成

・農業法人参入促進等の誘致活動（誘致活動の企画、運営による農業法人

とのマッチング）

・耕作者への支援（生産規模を拡大して耕作放棄地を再生する農業者等へ

の再生費用助成）

・土地所有者への支援（農業法人への農地貸借に向けて耕作放棄地を再生

する農地所有者への再生費用助成）

43 農福連携の推進 農政センターで、有機農業に関する講習会を実施す

るとともに、障害者等が農業分野で活躍することを

通じて、自信や生きがいをもって社会参画が実現で

きるよう、意欲ある農業者や社会福祉法人等に対し

て農福連携に向けた支援を行います。

・有機農業に関する講習会の実施

・農福連携の施策など認知度の向上

・農福連携に意欲ある農業者とのマッチング

・社会福祉法人等への農地確保支援

R6 農政センター農業生産振興

課

043-228-6282

経済農政局農政部農政課

043-245-5757

・千葉県障害者就労事業振興センターへの運営参画

　農福連携に意欲ある農業者とのマッチング　県21件（うち本市0件）

・農政センター内で、有機農業の試験栽培を行うことについて、農政セ

ンターリニューアルプラン（R4.3策定）に記載

・有機農業に関する事業検討

・農福マルシェ等事業者のイベント情報収集とプロモーション活動

・農福連携に意欲ある農業者とのマッチング

・社会福祉法人等への農地確保支援

・障害者就労事業振興センターの運営参画（農福連携に意欲ある農業者と

のマッチング）

44 食のブランド化、地産地

消推進

本市産品の付加価値の向上、市内農業や食品関連事

業者の競争力強化を図るため、市民が誇れる食のブ

ランドとして、「千葉市食のブランド「千」」を確

立します。

また、本市農業と農村地域の活性化を図るため、消

費者、飲食店等事業者、生産者の信頼関係の構築に

よる地産地消の取組みを推進します。

【食のブランド化推進】

・認定品ラインナップ充実

・認定品PR、販路拡大、ふるさと納税返礼品への活用

【地産地消推進】

・「つくたべ」推進店の拡大

・「つくたべ」推進店や農業者に関する情報発信

R6 経済農政局農政部農政課

043-245-5758

【食のブランド化推進】

・食のブランド「千」の認定事務局運営、新規認定品創出　9件

・認定品のプロモーション、認定証授与式の開催

・市制100周年ギフト創出

【地産地消推進】

・野菜詰合せキット（つくたべBOX）の販売　1回

・オンライン料理教室の開催　1回

・親子１日農家体験　2回

・学校給食生産者出張授業　6回

・土気からし菜販売会　3回

・食のブランド「千」の認定事務局運営、ブランド認定

・認定品のプロモーション、販路拡大支援
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45 災害からの速やかな復旧

支援

大型台風等自然災害時に、農業者への注意喚起等の

情報や農作物・農業施設等への被害を迅速に把握す

る体制を確保するとともに、被災した農業者へ速や

かな支援を行います。

・被害状況を把握する体制の確保

・農業者への災害に備えた情報提供

・被災した農業者への支援（国・県等補助事業などの活

用、発電機の貸出体制の確保）

R6 農政センター農業生産振興

課

043-228-6279

経済農政局農政部農政課

043-245-5764

・土地改良区等の農業者団体への災害復旧対応フロー周知、災害が予期

される場合の事前の注意喚起

・被害状況を把握する体制の確保

・農業者への災害に備えた情報提供

・発電機の貸出体制の確保

・土地改良区等の農業者団体への災害復旧対応フロー周知、災害が予期さ

れる場合の事前の注意喚起

・被害状況を把握する体制の確保

・農業者への災害に備えた情報提供

・被災した農業者への支援（国・県等補助事業などの活用、発電機の貸出

体制の確保）

約束8　都市の基盤整備と先端技術を活かした未来都市の実現をめざします。

No. 取組名 概要 主な取組内容 目標年度 担当課 R3取組実績 R4取組内容

46 幕張新都心まちづくり将

来構想の策定、ZOZOマ

リンスタジアムの今後の

検討

これまで幕張新都心のまちづくりを担ってきた千葉

県旧企業庁の事業収束を踏まえ、本市がこれまで以

上に主体的にまちづくりに取り組んでいくため、概

ね20～30年後の将来を見据えたまちづくりの指針を

示す幕張新都心まちづくり将来構想を策定します。

また、今後のZOZOマリンスタジアムの将来像を示

す基本構想、将来像を具体化していくための基本計

画を策定します。

【幕張新都心まちづくり将来構想】

・庁内検討会議、有識者や地元関係者による懇話会及び住

民・企業向けワークショップの開催

・令和4年6月頃を目途に将来構想を策定

【ZOZOマリンスタジアムの今後の検討】

・千葉県を始めとした関係者と協議・検討を行い、幕張新

都心まちづくり将来構想を踏まえた基本構想・基本計画を

令和6年度を目途に策定

R6 総合政策局未来都市戦略部

幕張新都心課

043-274-8648

都市局都市政策課

043-245-5269

【幕張新都心まちづくり将来構想】

・幕張新都心まちづくり将来構想（原案）の策定

　関係者ヒアリング

　庁内検討会

　有識者等による懇話会　3回

　住民企業ワークショップ　3回

【ZOZOマリンスタジアムの今後の検討】

・他都市の事例等の情報収集

【幕張新都心まちづくり将来構想】

・パブリックコメントを実施し、幕張新都心まちづくり将来構想を策定

【ZOZOマリンスタジアムの今後の検討】

・ZOZOマリンスタジアムのあり方検討基礎調査の実施

47 千葉駅東口再開発、千葉

駅周辺のまちづくりの推

進

本市の玄関口である千葉駅前の活性化、市民の利便

性の向上、良好な都市環境の形成を図るため、千葉

駅東口再開発を支援します。

また、歴史的資産を活かした「千葉らしさ」を感じ

るまちづくりのため、中央公園や通町公園、千葉神

社を一体的にとらえ、通町公園の再整備を進めま

す。

・市街地再開発組合に対する補助

・市街地再開発組合に対する指導、監督

・通町公園予定地の用地取得

・通町公園の再整備工事

R6 都市局都市部市街地整備課

043-245-5325

都市局都市部都心整備課

043-245-5327

・市街地再開発組合に対する補助

・市街地再開発組合に対する指導、監督

・通町公園予定地の用地取得　取得率：32.3％

・民間主体の公園整備・管理の可能性を検証する利活用社会実験を実施

・市街地再開発組合に対する補助

・市街地再開発組合に対する指導、監督

・通町公園予定地の用地買収に係る物件移転補償費算定

・通町公園整備基本設計修正

48 蘇我副都心のまちづくり

の推進、JR稲毛駅東口の

まちづくりの推進

蘇我副都心の玄関口に相応しい都市基盤の整備を行

うため、駅前広場と駅前商業地を一体的に再編する

とともに、駅前広場を拡幅し、交通ネットワークの

強化を図ります。

また、JR稲毛駅東口について、地域拠点に相応しい

都市基盤の整備を行うため、駅前広場と駅前商業地

の街区を一体的に再編し、駅前広場を拡幅します。

・JR蘇我駅東口及びJR稲毛駅東口の駅前広場周辺における

市街地再開発事業及び事業化を想定した駅前広場の検討

・JR蘇我駅周辺からフクダ電子アリーナまでのエリアにお

ける、ジェフユナイテッド千葉を身近に感じるまちづくり

の推進

R6 都市局都市部市街地整備課

043-245-5325

・ＪＲ蘇我駅東口の道路施設へのラッピングによるジェフいろ化の実施

・ＪＲ稲毛駅東口の再開発事業化に向けJた駅前広場の基本条件検討

・ＪＲ蘇我駅東口の駅前広場基本計画検討

・ＪＲ稲毛駅東口の駅前広場基本計画検討

49 新たな湾岸道路の整備 港湾機能の強化や湾岸地域の渋滞緩和等を図るた

め、新たな湾岸道路の整備を促進します。

・国が行う計画段階評価の進捗に応じ、都市計画決定や環

境アセスメントの手続きに向けた調査・検討

R6 建設局道路部道路計画課

043-245-5290

・「新たな湾岸道路整備促進大会」開催 ・国の計画段階評価の進捗に応じた調査・検討

50 県水道との一体化・広域

化の検討

市営水道の経営の安定化を図るため、県営水道との

経営の一体化、広域化を検討します。

・県との協議（県が令和４年度に策定する「水道広域化推

進プラン」に市営水道との統合案が盛り込まれるよう働き

かけ）

R4 水道局水道事業事務所

043-291-5462

・広域連携立案に向けた県との協議 ・事業統合、広域連携についての県との協議

51 スマートシティの推進 テクノロジーの活用などにより、市民生活の質の向

上を図るとともに、持続可能なまちづくりを進める

ため､「千葉市スマートシティ推進ビジョン」に基づ

き、多様な主体とともに取組みを推進します。

また、自動運転、ドローン等の未来技術を活用した

市民サービスについての実証実験を実施しつつ、得

られた成果や課題を国と共有し、必要に応じて規制

緩和等の提案を行います。

・千葉市スマートシティ推進ビジョンの策定及び取組みの

推進

・自動運転、ドローン等の未来技術を活用した市民サービ

スの導入

・民間提案総合窓口「コネクテッドセンターちば」の開

設・運営

R6 総合政策局未来都市戦略部

スマートシティ推進課

043-245-5362

総合政策局未来都市戦略部

国家戦略特区推進課

043-245-5375

総合政策局総合政策部政策

調整課

043-245-5057

・千葉市スマートシティ推進ビジョンの策定

　ビジュアル化・動画制作

　スマートシティの推進に係る市民アンケート

　スマートフォン講座の開催　48回

・自動運転モビリティ、ドローン等のサービス導入に向けた実証実験等

の実施

・コネクテッドセンターちばでの事業提案受付　28件（うち6件採用）

・「千葉市スマートシティ推進ビジョン」に基づく取組みの推進

　民間企業等が行う地域課題の解決に向けた取組みなどを支援

　高齢者等のデジタル活用の不安解消に向けた取組みを推進

・ドローンや自動運転モビリティ等の未来技術の社会実装を見据えた実証

実験等

・「コネクテッドセンターちば」における課題設定型の民間提案募集、提

案促進のための周知
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ビジョン4　地域のつながりを高め、豊かな感性を磨き、誇りを持てるまちづくり

約束9　市民活動や文化・芸術・スポーツ活動を支援し、世界に挑戦する千葉市ゆかりのアーティスト・アスリートを応援します。

No. 取組名 概要 主な取組内容 目標年度 担当課 R3取組実績 R4取組内容

53 パラスポーツの推進 障害のある人もない人も共にスポーツを楽しむ環境

づくりのため、パラスポーツや障害者への理解を深

めるとともに、障害者のスポーツ活動の参加を促進

し、継続したスポーツ活動につなげるよう支援しま

す。

【パラスポーツの普及・啓発】

・パラアスリート学校訪問、体験会・講座

・大会等開催支援

・障がい者スポーツ指導員の養成

【障害者のスポーツ活動への参加促進】

・ちばしパラスポーツコンシェルジュ

・パラスポーツ振興補助金

・オープンボッチャ大会

・パラスポーツフェスタちば

・障害者スポーツ教室の検討

【環境整備】

・千葉ポートアリーナの大規模改修

・競技用車いすの貸し出し

・持続可能なパラスポーツの推進に向けた体制整備

R6 市民局生活文化スポーツ部

スポーツ振興課

043-245-5965

【パラスポーツの普及・啓発】

・パラアスリート学校訪問 　27校、体験会・講座　3回

・大会等開催支援　1大会

・障がい者スポーツ指導員の養成　25人

【障害者のスポーツ活動への参加促進】

・ちばしパラスポーツコンシェルジュ　マッチング者数：106人

・パラスポーツ振興補助金　交付件数：4件

・オープンボッチャ大会

・パラスポーツフェスタちば

・障害者スポーツ教室　３講座を計９回開催

【環境整備】

・千葉ポートアリーナの大規模改修に向けた検討

・競技用車いす等パラスポーツ用具の貸し出し　148件

【パラスポーツの普及・啓発】

・パラアスリート学校訪問、体験会・講座

・大会等開催支援

・障がい者スポーツ指導員の養成

【障害者のスポーツ活動への参加促進】

・ちばしパラスポーツコンシェルジュの運営

・パラスポーツ振興補助金

・オープンボッチャ大会の開催

・パラスポーツフェスタちばの開催

・障害者スポーツ教室の開催

【環境整備】

・ポートアリーナ大規模改修検討

・競技用車いすの貸し出し

・ボッチャ等の用具の貸し出し

54 国際的・全国的な競技大

会の開催・誘致

スポーツを通じた地域の活性化を図るため、千葉

ポートアリーナ等に国際大会や全国大会を誘致しま

す。また、自転車競技と公営競技が融合した250競

走の魅力を発信するため、国際的・全国的な自転車

競技大会をTIPSTAR DOME CHIBA(千葉JPFドーム)

に誘致・開催します。

・TIPSTAR DOME CHIBA(千葉JPFドーム)における開催条

件等の調査、所有者及び関係部局等との協議・調整、競輪

開催日程の調整

・競技団体と協議し、新たな大会の誘致

・これまで開催してきた国際大会・全国大会の継続開催

R4 市民局生活文化スポーツ部

スポーツ振興課

043-245-5965

公営事業事務所

043-271-5111

・千葉シティトライアスロンの開催　参加者857名

・全国的な競技大会の支援　8大会

・TIPSTAR DOME CHIBAにおける自転車競技大会の開催に向けた自転車

競技団体との協議

・TIPSTAR DOME CHIBAを会場に「全日本学生トラックレースシリーズ

第４戦」を開催（R4.2月）

・自転車競技大会の誘致

・自転車競技大会の開催条件等の調査

・施設所有者及び関係部局等の協議、調整

・競輪開催日程の調整

・競技団体と協議し、新たな大会の誘致

・これまで開催してきた国際大会・全国大会の継続開催（講道館杯など）

【市民活動への支援の充実】

・地域活動団体の活動支援

　若い世代を対象としたワークショップ（意見交換会）開催

　町内自治会とNPOのマッチング実施

　まちづくり応援寄附金対象団体拡充

　労働者協同組合法の周知

・ボランティア情報ネットワーク運営

・区役所のあり方基本方針（仮称）策定

【文化芸術・スポーツ活動への支援、アーティスト・アスリート等の育成

支援】

・アーティスト・アスリート等の新たな育成支援制度の内容検討

・千葉市芸術文化振興事業補助金令和5年度の募集・令和6年度に向けて新

制度の確定

・第21回千葉市芸術文化新人賞の募集

・芸術祭の実施体制や実施内容の検討

・市ゆかりのアーティストの効果的な広報手法の検討

・市ゆかりのアスリート等の広報

・ジュニア育成競技力向上、ジュニア育成プログラム

・パラスポーツやビーチスポーツの普及啓発（用具貸し出し等）

【市民活動への支援の充実】

・地域活動への活動支援

・多様な主体による連携促進に向けた検討のため、地域団体への聞取り

を実施

・まちづくり応援寄附金の対象団体の拡充（R4.4.1付要綱改正）

<まちづくり応援寄附金　R3実績>

　登録団体数：32団体、寄付総額　7,729,748円

・ボランティアに関する情報ネットワーク充実に受けた内容の検討

・労働者協同組合法の研究

【文化芸術・スポーツ活動への支援、アーティスト・アスリート等の育

成支援】

・芸術文化振興事業補助金　　交付決定６件

・千葉市芸術文化新人賞　　奨励賞　２人　※新人賞は該当なし

・芸術祭の定期開催

　千の葉の芸術祭開催（R3.7.24～9.12）

　　①写真芸術展（CHIBA FOTO）

　　②伝統文化と新しい文化の発信

　　③体験創造ワークショップ「ななめな学校」

・ジュニア育成競技力向上事業　5団体

・ジュニア育成プログラム　実施種目5種目　延参加者57名

・ビーチスポーツ用具の貸し出し　46件

・市ゆかりアスリートの広報

（市政だより、ポスター、横断幕の掲出、SNSでの情報発信）

R6 市民局市民自治推進部市民

自治推進課

043-245-5664

市民局市民自治推進部区政

推進課

043-245-5133

市民局生活文化スポーツ部

文化振興課

043-245-5961

市民局生活文化スポーツ部

スポーツ振興課

043-245-5965

52 市民活動への支援の充

実、文化芸術活動への支

援と世界に挑戦する市ゆ

かりのアーティストの育

成支援、スポーツ活動へ

の支援の充実とアスリー

ト等の育成支援

持続可能なまちづくりの体制を構築するため、町内

自治会等、地域で活動する団体への支援の充実や、

担い手の育成、地域課題の解決に向けた多様な主体

の連携を進めます。

また、世界に挑戦する市ゆかりのアーティスト・ア

スリートの育成支援や、市内を中心に活動する芸術

文化団体が行う芸術文化事業やスポーツ活動を支援

します。

【市民活動への支援の充実】

・地域で活動する多様な主体による連携促進のための仕組

みづくりと地域活動団体の活動支援

・ボランティアに関する情報ネットワークの充実

【文化芸術・スポーツ活動への支援、アーティスト・アス

リート等の育成支援】

・アーティスト、アスリート等の新たな育成支援の体制検

討

・千葉市芸術文化振興事業補助金の制度の見直しと募集の

継続

・千葉市芸術文化新人賞の募集

・芸術祭の定期開催

・市ゆかりのアーティスト・アスリート等の広報

・ジュニア育成競技力向上

・ジュニア育成プログラム

・パラスポーツやビーチスポーツの普及啓発（用具貸し出

し等）

11 / 13 ページ



55 eスポーツ、ストリート

カルチャーやエクスト

リームスポーツの誘致等

に向けた取組みの推進

地域経済の活性化や都市の国際的な認知度向上を図

るため、ストリートカルチャー、エクストリームス

ポーツ等を含めたイベント等を誘致し、開催を支援

するほか、eスポーツの活用について研究し、普及に

向けた取組みを検討します。

・スケートボート等とアート、ファッション、音楽等を融

合したイベント開催に向けた支援体制の確立

・イベント開催へ向けた「新たな助成制度の設計・運用」

・フクダ電子ボードエリア等を活用した活動団体との協働

・eスポーツの普及に向けた検討

R6 市民局生活文化スポーツ部

スポーツ振興課

043-245-5965

市民局生活文化スポーツ部

文化振興課

043-245-5961

・エクストリームスポーツイベントや教室の開催・支援の検討

・「X Games」の開催に向けた開催機関との調整

・スケートボート等とアート、ファッション、音楽等を融合したイベント

開催に向けた支援体制の検討

・BMXやスケートボードなどのアクションスポーツの世界最高峰の競技

大会である「X Games」の開催・支援

・MICE開催に伴う補助制度の運用において、eスポーツなどの分野の誘致

に重点化

56 都市アイデンティティの

確立

市民が愛着と誇りを持ち、市外から見ても魅力のあ

る都市となるよう、本市固有の歴史やルーツに根差

ざした地域資源として「加曽利貝塚」「オオガハ

ス」「千葉氏」「海辺」の4つを活用し、「都市アイ

デンティティ」の確立を目指します。

・都市アイデンティティ確立に向けた事業の実施（4つの

地域資源の戦略的プロモーションなど）

・千葉開府900年に向けた検討・準備

・千葉氏サミットの開催

・市制100周年記念事業の実施

R6 総合政策局総合政策部都市

アイデンティティ推進課

043-245-5660

・都市アイデンティティ確立に向けた事業の実施

　都市アイデンティティ戦略プランの改定

　千葉駅・海浜幕張駅におけるデジタルサイネージの放映（通年）

・千葉氏サミットの開催

　千葉氏サミット（R3.8.21 ・観覧者数623名（WEB観覧含む））

　千葉氏子どもサミット（R3.11.1・参加校4校)

・市制100周年記念事業の実施

　記念協議会の運営・記念事業の認証（通年）

　記念事業の推進（通年）

　ちば・まち博の開催（R3.7~12）　173事業

・都市アイデンティティ確立に向けた事業の実施

　地域資源を活用したプロモーション

・千葉開府900年に向けた取組み

　テレビ番組と連動したPR、食をテーマにしたPR

57 オオガハスを活かした地

域づくり

本市固有の地域資源であるオオガハスを活かした都

市アイデンティティの確立を目指し、開花70周年の

記念事業を開催するとともに、多くの市民が将来に

渡りオオガハスを身近に感じ、誇りを感じてもらえ

るような取組みを推進します。

・公共施設等での生育場所整備

・大賀ハス開花７０周年を契機とした市民協働の推進

・オオガハスの魅力発信、ブランド化

・地域や施設と連携したオオガハスの歴史的・文化的価値

の向上

R6 都市局公園緑地部緑政課

043-245-5753

・開花70周年記念事業準備

・蓮華亭展示リニューアル

・学校分根

・ハスプランター展示・栽培

・系統保存栽培管理

・「ハス守さん」養成講座

・夜ハス開催

・オオガハス文化伝承事業

・千葉公園及びしらさぎ公園維持管理

・開花70周年記念フォーラム開催　・開花70周年イベント・PR等

・蓮華亭展示リニューアル

・学校分根

・ハスプランター展示・栽培

・系統保存栽培管理

・「ハス守さん」養成講座

・大賀ハスまつり・夜ハス開催

・オオガハス文化伝承事業

・千葉公園及びしらさぎ公園維持管理

58 新市民会館の整備、加曽

利貝塚の整備・活用の推

進

市民の多様な文化芸術ニーズに対応し、本市におけ

る文化芸術の中心施設とするため、市民会館の建替

えを実施します。

また、加曽利貝塚については、来訪者の利便性向上

や景観復元を目的とした史跡整備を行うとともに、

史跡指定地内に建つ博物館の移転に向け、新博物館

の整備に着手します。

・新市民会館の整備

・史跡の整備

・新博物館の整備

・新博物館周辺整備（周辺道路等）

・新博物館の開館に向けた地域団体との協働の強化

R6 市民局生活文化スポーツ部

文化振興課

043-245-5262

教育委員会事務局生涯学習

部文化財課

043-245-5960

教育委員会事務局生涯学習

部文化財課新博物館整備室

043-245-5949

・市民会館再整備

　基本設計に向けての条件整理に係るサウンディング調査　５社

・史跡の整備

　北貝塚住居跡群観覧施設展示改修（解説板3基設置、ガラス面解説

　グラフィック2面、床面グラフィックデザイン8か所）

　貝層保護のための樹木伐採　159本

　復元住居整備（既存上屋撤去、周堤再整備等）　1棟

・新博物館の整備

　整備運営手法及び集客活用エリアの事業化検討調査

　新博物館基本計画の策定

・新博物館の開館に向けた地域団体との協働の強化

　ワークショップ開催　22名参加

・市民会館再整備にかかる基本設計

・市民会館の運営手法等を検討するためのサウンディング調査等

・史跡の整備

　便益施設新築工事、復元住居茅葺など

・新博物館の整備

　要求水準書作成、整備用地現況測量

・新博物館の開館に向けた地域団体との協働の強化

　ワークショップ等の開催

ビジョン5　対話と現場主義。立ち止まらない行財政改革。デジタル化と真に市民の役に立つ寄り添う市役所に

約束10　すべての区で、「市長と語ろう会」を実施するほか、財政健全化に立ち止まらず不断に取り組みます。

No. 取組名 概要 主な取組内容 目標年度 担当課 R3取組実績 R4取組内容

59 市民との対話の充実、

オープンデータの推進

「市長と語ろう会」や「ティーミーティング」を開

催し、市政に関する様々なテーマについて、市民に

説明し意見交換を行います。

また、市民・企業・NPO・市民団体等による新たな

サービスの創出や、政策立案等に用いたデータの公

開による市政の透明性・信頼性の向上を図るため、

市保有データをオープンデータとして利活用しやす

いデータ形式にて積極的に公開します。

【市民との対話の充実】

・市長と語ろう会（一般向け、地域団体向け、オンライ

ン）の定期開催

・NPOなど地域団体とのティーミーティングの実施

【オープンデータの推進】

・データ利活用のニーズ把握や庁内の意識向上など、市保

有情報のオープンデータ化を更に推進

・既存オープンデータを利活用しやすいデータ形式に変換

・オープンデータを活用した民間サービス等の創出を推進

R6 市民局市民自治推進部広報

広聴課

043-245-5298

総務局情報経営部業務改革

推進課

043-245-5112

【市民との対話の充実】

・市長と語ろう会

　計20回（一般向け12回、地域団体向け6回、オンライン2回）

・NPOなど地域団体とのティーミーティング　計13回

【オープンデータの推進】

・市保有データを利活用しやすい形式にてオープンデータとして公開

（民間の画像公開プラットフォーム「Open Photo」上に千葉市のギャラ

リーを開設し、市が保有する写真をオープンデータとして公開）

【市民との対話の充実】

・市長と語ろう会（一般向け、地域団体向け、オンライン）の定期開催

・NPOなど地域団体とのティーミーティングの実施

【オープンデータの推進】

・民間団体等へのデータ利活用の働きかけ、データ利活用ニーズの把握

・順次、市保有データ（既存オープンデータを含む）を利活用しやすい形

式にてオープンデータとして公開
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60 持続可能な財政運営 （仮称）中期財政運営方針を策定し、将来にわたり

持続可能な財政構造の確立を目指します。

・（仮称）中期財政運営方針に基づく持続可能な財政運営 R6 財政局財政部資金課

043-245-5078

・中期財政運営方針の策定、公表（R4.3.24公表） ・中期財政運営方針に基づく持続可能な財政運営

約束11　市役所への手続のオンライン・デジタル化を進めながら、困ったときには寄り添える真に市民の役に立つ市役所にします。

No. 取組名 概要 主な取組内容 目標年度 担当課 R3取組実績 R4取組内容

61 市役所への手続のデジタ

ル化

市民等の来庁や支払い等の手間を軽減するため、市

役所への手続の原則オンライン化や手数料等の

キャッシュレス化などのデジタル化を推進します。

・市役所への手続の原則オンライン化

・キャッシュレス化の推進

R6 総務局情報経営部業務改革

推進課

043-245-5029

【市役所への手続の原則オンライン化】

・オンラインで可能な手続を拡大

　年間手続件数の約８割に相当する手続をオンライン化

　※令和3年度にオンライン化した主な手続：住民票の写しの交付申請、

　　印鑑登録証明書の交付申請、戸籍謄抄本の交付申請、転出届、

　　千葉市立学校への欠席遅刻連絡

【キャッシュレス化の推進】

・庁内のキャッシュレス化状況の把握

　※主なキャッシュレス決済可能なもの：粗大ごみ処理手数料、

　　市税(市県民税・固定資産税等)、介護保険料、国民健康保険料

・市役所への手続の原則オンライン化

　オンラインで可能な手続の広報

　手続の検索性向上の検討・実施

　オンラインで可能な手続の拡大を検討・実施

　マイナポータルを通じた行政手続の申請データを管理するシステム等の

構築

・キャッシュレス化の推進

　段階的なキャッシュレス化の実現

　キャッシュレス化対象業務の検討

62 専門性や課題解決力を養

う人材育成の推進

公務員に必要な知識・技能の習得や専門性の高い課

題に対する解決力を養うため、本市に求められる人

材に必要な能力等を整理し、研修の充実を図りま

す。

・千葉市人材育成・活用基本方針の見直し

・LMS（Learning Management System、学習管理システ

ム）導入による職員研修の充実

・部門研修・派遣研修の充実

R6 総務局総務部人材育成課

043-245-5651

・ＬＭＳ（千葉市学習管理システム）の運用開始

　課程数：27課程

・部門研修・派遣研修の充実

　部門研修：253課程　20,289人

　派遣研修：1,108課程　2,197人（短期派遣含む）

・千葉市人材育成・活用基本方針改定の検討

・LMSの活用

・各局における部門研修の体系づくり

・派遣研修の対象となる専門課程（ICT等）のさらなる充実
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